
 

 

早稲田大学中央図書館利用内規 

 

（目的） 

第１条 この内規は、早稲田大学図書館の利用に関する規程（2017 年３月 10 日規約第 16

―91 号の２。以下、「利用に関する規程」という。）第 18 条に基づき、中央図書館の利用

に関する事項を定める。 

 

（利用者） 

第２条 中央図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、利用に関する規程第３

条に定める者とする。 

２ 利用に関する規程第３条第６号に基づく利用者は、図書館長がこれを認め、中央図書

館運営委員会に報告するものとする。 

 

（休館日） 

第３条 中央図書館の休館日は以下の通りとし、あらかじめ利用者に告知する。 

一 国民の祝日に関する法律第３条に定める休日のうち授業を実施しない日 

二 夏季・冬季休業期間中の一斉休業日 

三 授業休止期間中の臨時の休業日 

四 その他、中央図書館運営委員会が定める日 

２ 前項第１号の定めに関わらず、国民の祝日に関する法律第３条第２項に定める休日（以

下、振替休日とする）が生じた場合は、振替休日のみを休館日とし、日曜日に当たる国

民の祝日は休館日としない。 

３ 本条第１項の定めに関わらず、図書館長が必要と認めるときは臨時に休館日を設定す

ることができる。 

４ 本条第１項第１号から第３号の範囲において開館日を設定する場合は、中央図書館運

営委員会において開館時間とともにこれを定める。 

 

（開館時間） 

第４条 中央図書館の開館時間は以下の通りとする。 

一 授業期間中の月曜日から土曜日で、授業を実施する日 9:00～22:00 

二 授業を実施する祝日および振替休日 9:00～22:00 

三 授業期間中の日曜日および臨時の休業日 10:00～17:00 

四 授業休止期間中の月曜日から金曜日 9:00～20:00 

五 授業休止期間中の土曜日および日曜日 10:00～17:00 

２ 特定の開館日について前項の開館時間を変更する場合は中央図書館運営委員会におい

てこれを定める。 



 

 

３ 本条第１項および第２項の定めに関わらず、図書館長が必要と認めるときは特定の開

館日について臨時に開館時間を変更することができる。 

 

（施設と蔵書の利用） 

第５条 利用者が中央図書館に入館する際は、資格に応じた利用者カードによって入館手

続きを経なければならない。 

２ 中央図書館各室、および各カウンターのサービス時間については別にこれを定め、あ

らかじめ利用者に告知する。 

３ 利用者は、図書館の許可なく中央図書館および総合学術情報センター展示室内にカメ

ラやスキャナー等の記録機器を持ち込み撮影や記録を行ってはならない。 

 

（研究書庫およびバックナンバー書庫の利用） 

第６条 利用者が研究書庫またはバックナンバー書庫に入庫する際には所定の入庫手続を

経なければならない。 

２ 利用者が研究書庫の蔵書を書庫外へ持ち出す際は、貸出手続きまたは館内利用手続き

を経なければならない。 

３ 利用者は、バックナンバー書庫の蔵書を書庫外へ持ち出すことはできない。 

４ 研究書庫閲覧個室を利用できる利用者は、本学の教職員、大学院学生、および利用に

関する規程第４条に基づき教職員に準ずる貸出資格を指定された者とする。 

 

（貴重書・古書資料の閲覧および古書資料庫の利用） 

第７条 本学の教職員、大学院学生、学部学生、および利用に関する規程第４条に基づき

これらに準ずる貸出資格を指定された利用者以外が貴重書または古書資料を閲覧する際

は、来館に先立ってあらかじめ図書館長の許可を受けなければならない。 

２ 古書資料庫に入庫できる利用者は、本学の教職員、大学院学生、および利用に関する

規程第４条に基づきこれらに準ずる貸出資格を指定された者とする。 

３ 古書資料庫に入庫する際には所定の入庫手続を経なければならない。 

４ 利用者が古書資料庫の蔵書を書庫外へ持ち出す際は、貸出手続きまたは閲覧手続きを

経なければならない。 

５ 貴重書を閲覧する場合、または第２項に定める古書資料庫の入庫資格を持たない利用

者が古書資料を閲覧する場合は、図書館が指定する場所で閲覧しなければならない。 

 

（蔵書の貸出） 

第８条 中央図書館の蔵書の貸出を受けることができる者（以下「貸出対象者」という。）

は、利用に関する規程第４条に定める者とする。 

２ 前項の定めに関わらず、古書資料の貸出対象者は第７条第２項に定める古書資料庫の



 

 

入庫資格を持つ者とする。 

３ 貸出冊数の上限、貸出期間、貸出の予約、貸出の延長、貸出の停止については、利用

に関する規程第６条から第 10 条に定める通りとし、古書資料の貸出期間については同規

程別表２の研究図書の定めを適用する。 

４ 中央図書館の蔵書のうち、以下の各号に掲げる資料は貸出することができない。 

一 新聞、雑誌および製本雑誌 

二 参考図書 

三 貴重書 

四 マイクロ資料（マイクロフィルム、マイクロフィッシュ） 

五 AV ルームの音声資料および映像資料 

六 その他特に図書館が指定した蔵書 

 

（蔵書の複製） 

第９条 利用に関する規程第 11 条に基づき利用者が中央図書館の蔵書の複製を求めるとき

は、文献複写申込書を中央図書館に提出しなければならない。 

２ 利用者のうち、学外機関からの紹介状による訪問利用者が中央図書館の蔵書の複製を

求めるときは、複写・マイクロ資料室のオペレーターに複写作業を依頼しなければなら

ない。 

３ 利用者は、中央図書館の蔵書の複製を求めるときは、以下の事項を遵守しなければな

らない。 

一 公表された著作物は全部でなく一部分（半分を超えない程度）の複製であること 

二 前号の定めに関わらず、定期刊行物に掲載された各論文その他の記事は全部の複製

を可とするが、刊行後相当の期間（次号の刊行まで、あるいは刊行後 3 ヵ月）を経た

ものの複製であること 

三 複製部数は一人について一部のみであること 

四 利用者の調査研究のための複製であること 

五 有償無償を問わず、再複製したり頒布したりしないこと 

４ 複写料金は別表１の通りとする。 

５ 複製した資料の図版を出版物やウェブサイト等へ掲載する際、あるいはメディア等で

放映する際には、著作権法の定めの他、図書館が定める手続きを経るものとする。 

 

（雑則） 

第 10 条 この内規を改定または廃止するには、中央図書館運営委員会の審議を経て、これ

を図書館長に報告するものとする。 

２ 中央図書館の利用について、本内規および他の規約や内規に定めのない事項は、必要

に応じて中央図書館運営委員会の審議を経て、これを図書館長に報告する。 



 

 

 

 

 

附 則 

この内規は、2017 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則（2019 年 6 月 21 日 中央図書館運営委員会） 

この内規は、2019 年 9 月 2 日から施行する。 

 

 

別表１ 中央図書館複写料金一覧（第９条関係） 

 

セルフコピー機の複写料金 

コピーの種類 学外機関からの

紹介状による訪

問利用者 

その他の利用者 

モノクロコピー 利用不可 10 円／枚 

カラーコピー 利用不可 50 円／枚 

 

複写・マイクロ資料室のオペレーター複写料金 

コピーの種類 学外機関からの

紹介状による訪

問利用者 

その他の利用者 

モノクロコピー 60 円／枚 20 円／枚 

カラーコピー 200 円／枚 60 円／枚 

 

マイクロ資料の印刷料金 

用紙サイズ 学外機関からの

紹介状による訪

問利用者 

その他の利用者 

A4、B4、B5 30 円／枚 15 円／枚 

A3 60 円／枚 30 円／枚 

 

CD-ROM 資料等の画面印刷料金 

用紙サイズ 料金 

A4 10 円／枚 

 


